
≪安全週間建設業労働災害防止リーフレット≫

県内の建設業における死亡災害発生状況（平成23年から令和２年）

職場から転倒災害をなくしましょう︕
６月は重点取組期間です︕

建設現場での転倒災害防止対策（例）

安全の「見える化」事例は職場の安全サイトより
確認できます。ぜひ活用ください。

はしご、脚立からの墜落災害を防止しよう
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県内の建設業における休業４日以上の死傷災害発生状況（令和２年）
事故の型別発生割合（245件） 墜落・転落災害に係る起因物別発生状況（80件） 県内の建設業における

労働災害の特徴
死亡災害、休業災害ともに

墜落・転落が最も多い！！

墜落、転落災害は

仮設物、建築物、構築物に加え

はしご等（脚立を含む）

に起因するものが多い！！

①はしご、脚立を使用する前に、墜落の危険性が低い可搬式作業台、手すり付き脚立、

移動式足場が使用できないか検討する。

【手すり付き脚立(例)】 【可搬式作業台(例)】 【移動式足場(例)】

④着用する保護帽について

□ はしごの上部を固定又は
別の者が下で支える

□ 足元の滑り止めが有効で
ある

□ はしごの上端を上端床から
60㎝以上突出している

□ はしごの立て掛け角度が
75度程度である

はしごの使用ポイント
□ 作業箇所に対し、踏みさん
を正面に向けて設置

□ 天板に乗らない
□ 天板を股超さない
□ 開閉止め金具をロックする
□ 保護帽を着用する
□ 高さ2m以上での作業は
墜落制止用器具を使用する

脚立の使用ポイント

しっかり固定
確実に固定

②検討の結果、①の対策が取れない場合、下記の安全ポイントを踏まえてはしご、脚立

を使用する。 ※はしごは原則昇降のみに使用してください。

③三脚脚立について

□ 高さ２ｍ以上では原則
□ 墜落時保護用を使用する
□ 傾けずに被る
□ あご紐をしっかりと締める
□ 破損したものを使用しない
□ 耐用年数を守る

鎖チェーンのみ
では不十分

□ 開閉止めの措置をする
□ アスファルト等での使用
は滑り止め措置をする

□ 保護帽を着用する
□ 高さ２ｍ以上での作業は
墜落制止用器具を使用する

三脚脚立の使用ポイント
鎖チェーンと閉じ止め金具
を併用する

アスファルト等では爪が引っかからないため、
滑り止めのゴムカバー等を取り付ける

あご紐が緩いと
墜落時に保護帽
が脱げ、重篤な
怪我につながり
ます。

保護帽の内側の｢国家
検定合格標章｣等に保
護帽の用途が明示さ
れています。

保護帽着用のポイント

鎖チェーンのみ
では脚部が内側に
閉じるおそれがあ
るため、脚部の固
定としては不十分
であり、労働安全
衛生法違反です。

ゴム
カバー

75°以下

検 索リーフレット はしご 脚立を使用する前に

水平つなぎ
（２方向）

２ｍ以内

２ｍ以内

合板
大引き根太

高さ3.5ｍを超えるパイプサポートを設置する際は
下記点に留意してください。
・ 高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設ける。
・ 水平つなぎの変位防止のため、水平つなぎの両
端を壁に固定又は筋交いを入れて固定する。

水平つなぎと筋交いはボルト又
はクランプ等の金具で緊結する

筋交い

型わく支保工の設置に関するお願い コンクリートポンプ車使用に係るお願い
現場に持ち込むコンクリートポンプ車の使用年数が４年

を超える場合、特定自主検査のブーム等の検査で超音波探
傷検査が実施されているか、あらかじめ確認してください。
（超音波探傷検査は特定自主検査詳細記録表に記載される。）
昨年、県内でコンクリートポンプ車（使用歴約２４年）

のブームが折損したことにより、死亡労働災害が発生して
います。（詳細は裏面の災害事例１を参照。）
過去の（社）日本建設機械化協会の調査結果では、コン

クリートポンプ車は使用年数４年でブーム等の修理が出始
め、８年から９年で最も多くなり、本調査結果を踏まえ、
厚生労働省は使用年数が４年を経過した場合又は応力がか
かる部材が溶接等で補修されたものに対し、超音波探傷検
査の実施を要請しています。

①突合せ溶接②突合せ溶接

③突合せ溶接

第１ブーム
特定自主検査詳細記録表（例）

PT:浸透探傷検査
UT:超音波探傷検査

ＳＴＯＰ︕転倒災害プロジェクト

メッシュロードの色付けで転倒災害防止の見える化︕

職場の安全サイト 検 索

宮崎労働局



≪安全週間建設業労働災害防止リーフレット≫

原
因

原
因

・建設業における災害防止対策 ・災害統計 ・作業計画雛形
・現場代理人による安全宣言運動 ・熱中症予防対策
・建設業の災害防止対策と現状 ・足場のチェックリスト

【問い合わせ先】
宮崎労働局 ０９８５－３８－８８３５
宮崎労働基準監督署 ０９８５－４４－２９１４
延岡労働基準監督署 ０９８２－３４－３３３１
都城労働基準監督署 ０９８６－２３－０１９２
日南労働基準監督署 ０９８７－２３－５２７７

建設業における死亡災害事例（県内）

免震階の耐圧版コンクリート打設のためコンクリートポンプ車を使用してコンクリート圧送作業中、被災者が
コンクリート打設箇所でトンボを使用して均し作業を行っていたところ、コンクリートポンプ車の第２ブーム根本
付近が折損し、その折れたブームまたはブーム先端に取り付けられたホース等が被災者に激突して胸部挫
滅

発
生
原
因

発生状況

発生状況

再
発
防
止
対
策

発
生
原
因

災
害
事
例
6

災
害
事
例
5

１．ポンプ車の長期使用によりブームの金属疲労が蓄

積していたが、使用制限を超えてホース延長を施し

コンクリート圧送作業を行ったため，構造上の制限

を超える負荷がかかり、ブームが折損したこと。

２．圧送作業中、ブーム下に被災者を立ち入らせたこと。

３．特定自主検査において、目視による検査のみであっ
たため、ブームの亀裂を発見できなかったこと。

１．使用するポンプ車の構造上定められた先端ホース長
さの使用制限を確実に守ること。

２．圧送作業中、ポンプ車のブーム下に作業員を立ち入
らせないこと。

３．コンクリートポンプ車の特定自主検査において、き裂
が疑わしい場合には浸透探傷法、超音波探傷器等の
方法で、内・外側から確実に行い、問題があった場合
には適切に補修または取替を行うこと。

≪熱中症予防対策≫

☑WBGT値（暑さ指数）の活用
☑休憩場所の整備等
☑労働者の健康状態の確認
☑人身の状況の確認
☑熱への順化期間の確保
☑労働衛生教育の実施
☑水分及び塩分の摂取

【墜落制止用器具（安全帯）に関するお知らせ】
○ 墜落制止用器具(安全帯）に関し安衛則等が改正され、これまで安全帯

を用いて行っていた作業については、墜落制止用器具（一本つりのハーネス
型等）を用いることが義務付けられました。

墜落制止用器具の規格（平成31年２月１日）に適合していない既存の
安全帯から「フルハーネス型安全帯」へ買換の際、補助金の申請が可能です。
（補助率1/2、１本あたりの上限１万円）
申請期限︓令和３年５月14日～７月15日
問い合わせ先︓更新支援補助金事務センター 0 3 －6 2 7 5 －1 0 8 5

アーク溶接作業対策
アーク溶接作業や研磨材を
使った手持式動力工具での
岩石などの研磨作業等を行
うときは、屋外作業であっても
防じんマスクの着用が義務
づけられてます。
アーク溶接で発生する溶接
ヒュームについては、新たに規制がなされました。
溶接ヒュームは、特定化学物質（がん等の重篤な
疾病に関係する物質）に該当することとなります。
これにより、特定化学物質作業主任者の選任、特
定化学物質健康診断の受診（半年に1回）等が
義務化となります。
令和３年4月1日に施行されており、令和4年3月
31日までは作業主任者を選任することは要しない
との経過措置が設けられています。

石綿障害防止対策
※ 改正石綿障害予防

規則が一部を除き施行されました︕
（1）解体・改修工事開始前の調査

・ 事前調査の方法の具体化
・ 吹き付け材に対するみなし規定の適用
・ 事前調査結果の記録
・ 事前調査を行う者の要件の新設（R5.10.1～）

（2）解体・改修工事開始前の届出
・ 解体・改修工事に係る届出制度の新設（R4.4.1～）

（3）隔離を必要としない作業に係る措置
・ ケイ酸カルシウム1種の破砕時の養生

（4）作業の記録
・ 作業計画に基づく作業実施状況等の記録 ほか

剥離剤による中毒防止対策
剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に剥離剤に含まれる
有害物（ジクロロメタン、ベンジルアルコールなど）を吸い込み、
意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。法令
で規制されていない物質でも、人体に有害なものもあります
ので、剥離剤を使用する場合はラベル・SDS（化学物質安
全データシート）を入手・確認し、SDSに基づいてばく露防
止措置及び保護措置を確実に実施してください。

・ 剥離剤の吹付け等では送気マスク又は防毒マスクを使用
・ かき落とし作業では送気マスク又は
防じん機能を有する防毒マスクを使用

・ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴の使用
・ 作業場所の通風が不十分な場合の排気装置の設置など

・ 剥離剤の吹付け等では送気マスクを使用
・ かき落とし作業では送気マスク又は
防じん機能を有する防毒マスクを使用

・ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護
手袋、保護長靴の使用

・ 作業場所の通風が不十分な場合の排気装置の設置など

◇ ベンジルアルコール ※ラベル・SDS義務対象物質

◇ ジクロロメタン ※特定化学物質

剥離剤に含まれる主な物質のばく露防止対策

番号 災害発生年 事故の型 起因物 業種 性別 年齢 経験期間 災害の概要

1 令和２年 激突され 掘削用機械 土木工事業 男 40代 ３年
　転圧機（重量70kg）を法面下に降ろすため、ドラグショベル（ロングアームのアタッチメントを装着）のバケットと
アームの間にワイヤーを掛けて転圧機を吊り上げ、移動していたところ、ドラグショベルが転倒した。その結果、転圧機
の荷下ろし作業のため、法面下で待機していた被災者にドラグショベルのバケットが激突した。

2 令和２年 墜落・転落 作業床、歩み板 建築工事業 男 70代 30年
牛舎建築現場において、合掌組みを被災者は行っていた。横桁にかけ渡した足場板上で隣の横桁間にかけ渡す足
場板を移動させていたところ、足を踏み外し、約3.3メートル墜落した。

3 令和２年
高温・低温の物

との接触 高温・低温環境 建築工事業 男 60代 3年
　農業用ビニールハウスの補強工事で、屋外で金物加工、コーキング及び補強取付作業を行っていた被災者が熱
中症にり患した。被災者は8時から作業を開始し、14時40分頃に重症化した状態で発見され、同日死亡した。当
日の天気は晴れで、県内は猛暑日であった。

4 令和２年 崩壊、倒壊 地山、岩石 土木工事業 男 20代 9ヶ月
　台風災害に対応するため、会社事務所に被災者と同僚１名が待機してところ、山の斜面が崩壊し、土砂で会社
事務所が川に流された。川床の土砂の中から被災者は発見されたものの、同僚は行方不明である。

再
発
防
止
対

コロナ感染症対策を踏まえた
熱中症予防対策を実施しよう︕

安全・安心な作業のため、適切な
器具への買い換えをお願いします
旧構造規格に基づく安全帯(胴ベルト
型･フルハーネス型)を使用できるのは、
令和4年1月1日までとなります。

中小企業を対象とした補助金のお知らせ ※申請者全てが交付されるものではありません。

１．地山の点検について、実施記録は認められたが、

崩落のおそれを予見できなかったこと。また、地山

の点検者と確認者が同一であり、斜面の点検者

に対する安全教育が行われていなかったこと。

２．法面工事に関して、支障木（保安林）の除去後に

法肩から順次施工を行う等、崩落の危険性を考慮

した作業計画が検討されていなかったこと。

１．斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイド
ラインに基づき、地山の点検者と確認者については、
必要な知識を有し、十分に経験を積んだ者を選任す
ること。そのためにも、斜面の点検者に対する安全教
育を実施するなど、計画的な養成を行うこと。

２．過去の崩壊歴や事前調査の結果等を基にリスクアセス
メントを実施し、安全な施工順序や方法を検討すること。
検討した安全な作業方法等について、作業手順書を
作成し、関係労働者に周知・徹底を行うこと。

７月豪雨による林道の復旧工事において、作業員２名がロープ高所作業により法面の浮石等の除去を行っ
ていたところ、被災者らの上方に位置する地山の一部が崩落し、崩落した土砂や岩が被災者らに落下した。
１名が負傷し、もう１名は搬送先の病院で死亡が確認された。

◎宮崎労働局ホームページをご利用ください

宮崎労働局
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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

はしごや脚立からの
墜落･転落災害をなくしましょう！

はしごや脚立は、ごく身近な用具であるため、 墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用
する場合が多いのではないでしょうか。しかし、過去の災害事例を見ると、骨折などの重篤な
災害が多数発生し、負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありません。

このパンフレットを参考に、安全を確保した上で、はしごや脚立を適切に使用してください。

はしごや脚立に関する災害発生原因の特徴を踏まえた安全対策をとり、
想定される危険を常に予知しながら、はしごや脚立を使用しましょう。

参考：「菅間敦，大西明宏，脚立に起因する労働災害の分析，労働安全衛生研究，
Vol.8, No. 2, pp. 91‒98, 労働安全衛生総合研究所，2015年」

グラフからわかること

【傷病部位別】
下肢と上肢で、全体の
半数以上を占めている。

【傷病別】
骨折が全体の約３分の
２を占め、重篤な災害
につながりやすい。

平成18年の休業4日以上の労働者死傷病報告から単純無作為法により抽出された34,195件
（全数の25.5％）を分析した結果、脚立が起因する災害は、992件（うち墜落・転落災害
は約86％）であり、傷病部位および傷病名は以下のグラフのとおりであった。

「はしご等」に関する災害（死傷および死亡）

脚立に起因する労働災害の分析

4,535人

(約23%)

4,471

2,910

8,270

グラフタイトル

トラック

階段、桟橋

出典：労働者死傷病報告

※「はしご等」: はしご、脚立、作業台など

出典：死亡災害報告
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はしご等

はしご

脚立

その他・不明

② 毎年30人弱の労働者が「はしご等」からの
墜落・転落により亡くなっている

はしご等

「
は
し
ご
等
」
の
内
訳

(人)

はしごや脚立は、足元が不安定になりやすく危険です。まず、代わりとなる
床面の広いローリングタワー（移動式足場）や作業台などの使用を検討しましょう。

はしごや脚立を使用する際は、高さ１ｍ未満の場所での作業であっても
墜落時保護用のヘルメットを着用して、頭部の負傷を防ぎましょう。

ポイント

１
Ｐ２参照

ポイント

２
Ｐ３参照

ポイント

３
Ｐ４参照

労働者、
雇用主の
皆さまへ

計 20,186人
(小数点以下四捨五入)

その他

【過去５年間の墜落・転落による死亡労働者数】

①「はしご等」は墜落・転落災害の原因で最も多い
（平成23年～27年 ５年平均）

【墜落・転落による休業４日以上の被災労働者数】

はしご等

統計資料

参考：労働安全衛生総合研究所による調査分析より



典型的な災害発生原因（墜落・転落死亡災害例）

【事例】はしごを使って降りよう
としたところ、はしご脚部下端
の滑り止めが剥がれており、
はしごが滑ってそのまま
墜落した。

【事例】脚立をまたいで
乗った状態で蛍光灯の交
換作業をしていたとこ
ろ、バランスを崩し階段
に墜落した。

【事例】はしごが水で濡
れていたため、足元が
滑って墜落した。

（耐滑性の低い靴を使用）

【事例】手に荷物を持っ
て脚立を降りようとした
ところ、足元がよろけて
背中から墜落した。

【事例】はしごから身を乗り
出して作業したところ、バ
ランスを崩して墜落した。

はしごでの作業を選択
する前により安全な代
替策を検討する。

ワンポイント対策例

【事例】脚立の天板に乗って作
業したところ、バランスを崩
して背中から墜落した。

（※）３点支持とは、通常、両手・両足の４点のうち３点により
身体を支えることを指すが、身体の重心を脚立にあずける
場合も、両足と併せて３点支持になる。

出典：職場のあんぜんサイト（厚生労働省）

は し ご 脚 立

ポイント１

2

はしごの上でバランスを崩す№１ 脚立の天板に乗りバランスを崩す№１

はしごが転位する№２ 脚立にまたがってバランスを崩す№２

はしごの昇降時に手足が滑る№３ 荷物を持ちながらバランスを崩す№３

天板での作業は簡単にバラン
スを崩しやすいので禁止。よ
り安全な代替策を検討する。

ワンポイント対策例

はしごの上端または下
端をしっかり固定す
る。
また、滑り止め箇所の
点検を怠らない。

ワンポイント対策例

作業前に周りに危険箇所がないか確認し、安全
な作業方法を考えること。
なお、脚立にまたがっての作業は一旦バランス
が崩れたら身体を戻すのが非常に難しい。
脚立の片側を使って作業すると、３点支持（※）

がとりやすい。

ワンポイント対策例

身体のバランスをしっかり保持するよう、昇降
時は荷物を手に持たず、３点支持を守る。

ワンポイント対策例

踏み面に滑り止めシールを貼る。
耐滑性の高い靴（と手袋）を使用する。

ワンポイント対策例



移動はしご（安衛則第527条）
１ 丈夫な構造
２ 材料は著しい損傷、腐食等がない
３ 幅は30㎝以上
４ すべり止め措置の取付その他転位を防止

するための必要な措置
【はしご足元安定金具】【はしご支持･手摺金具】

こういった後付けの安全器具もあります

【手すり付き脚立(例)】

【可搬式作業台(例)】

充分に検討しても他の対策が取れない場合に限って、
はしごや脚立の使用を、安全に行ってください。

□ はしごや脚立の使用自体を避けられないですか？

□ 墜落の危険性が相対的に低いローリングタワー
（移動式足場）、可搬式作業台、手すり付き脚
立、高所作業車などに変更できないですか？（※）

Ⓒ軽金属製品協会
（無断転用禁止）

脚立（安衛則第528条）
１ 丈夫な構造
２ 材料は著しい損傷、腐食等がない
３ 脚と水平面との角度を75度以下とし、

折りたたみ式のものは、角度を確実に保つ
ための金具等を備える

４ 踏み面は作業を安全に行うため必要な面
積を有する

｢労働安全衛生規則」で定められた主な事項

出典：「シリーズ・ここが危ない

高所作業」中央労働災
害防止協会編

(※)足元の高さが２ｍ以上の箇所で作業する場合には、原則として十分な広さと強度をもった作業床や墜落防止
措置（手すり等）を備えた用具を使用してください。特に、はしごは原則昇降のみに使用してください。

安全ブロック
（ストラップ式の

墜落防止器具）

しっかり
固定！

はしごや脚立を使う前に、まず検討！
以下の２点について検討してみましょう

移動はしごの安全使用のポイント

□ はしごの上部・下部の固定状況を確認しているか
（固定できない場合、別の者が下で支えているか）

□ 足元に、滑り止め（転位防止措置）をしているか

□ はしごの上端を上端床から60㎝以上突出しているか

□ はしごの立て掛け角度は75度程度か。

立てかける位置は
水平で、傾斜角75°、
突き出し60センチ
以上となっている
ことを確認

ポイント２

3

脚立の安全使用のポイント

※高さ２ｍ以上での作業時は、
ヘルメットだけでなく
安全帯も着用しましょう！



19人

7人 負傷部位：
頭部

※１
その他…
頚部、胸部、腹部

(※1)

16人

2
1

※３…着用あり
のケースでは、
墜落高さがいず
れも４ｍを超え
ている。

※２…①あご紐
の着用が不十分
で墜落中にヘル
メットが外れた
場合、②飛来・
落下物用のみの
ヘルメットを着
用していた場合
を含む。

不明(※３)

墜落時保護用
ヘルメットの
着用なし(※２）

①「はしご等」からの墜落･転落死亡災害に
おける負傷部位【平成27年分（26人）】

② 墜落時保護用ヘルメットの有無
【頭部負傷の場合のみ集計（19人）】

引用：パンフレット「陸上貨物運送
事業における重大な労働災害
を防ぐためには」Ｐ12

引用：パンフレット「陸上貨物運送
事業における重大な労働災害
を防ぐためには」Ｐ３

要チェック！
ヘルメット内側に貼られてい
る「国家検定合格標章」等に
用途が書かれています！

参考
あごヒモと耳ヒモの接続部分
を留め具等で固定すると、墜
落時の衝撃でヘルメットが着
脱しにくくなります！

このリーフレットについ
て、詳しくは最寄りの都
道府県労働局、労働基準
監督署にお問い合わせく
ださい。

必ず墜落時保護用のヘルメットを着用して下さいポイント３

ヘルメットの
着用ポイント

ヘルメットの
すぐれた効果

特に と を忘れずに！
(死亡災害時によく見られた、
忘れやすいポイントです)

（H29.３）

頭部を負傷した死亡災害では、うち８割強が墜落時保護用のヘルメット
を着用していませんでした（平成27年集計）

参 考

その他

着用あり

約
73％

約
84％

出典：災害調査復命書

19人のうち

4



厚生労働省

令和元年度墜落･転落災害防止対策推進事業（建設業）

受託者：全国仮設安全事業協同組合

§１．足場からの墜落・転落災害防止

総合対策推進要綱に基づく措置
※手すり先行工法等の「より安全な措置」

（手すり先行工法等に関するガイドライン）

§２．労働安全衛生規則

（足場からの墜落防止対策関係）等の概要

§１．足場からの墜落・転落災害防止

総合対策推進要綱に基づく措置
※手すり先行工法等の「より安全な措置」

（手すり先行工法等に関するガイドライン）

§２．労働安全衛生規則

（足場からの墜落防止対策関係）等の概要

令和元年度墜落･転落災害防止対策推進事業（建設業）令和元年度墜落･転落災害防止対策推進事業（建設業）

の等の等等行工行行先り先すり手す※手すり※手すり先行工法等の手すり先行 法等の先 工法 の先※※ 行手すり先行 「 措な全なな安全なな安安り安よりよより安全な措置」

（（ ンインライドライガイガるガするす関に等等等行工行行先り先すり手す手すり先行工法等に関するガイドライ手 先行工法等に関するガ先行工法等に関するガイドライイドライ手すり先行 ）

§１．足場からの墜落・転落災害防止

総合対策推進要綱に基づく措置
※手すり先行工法等の「より安全な措置」

（手すり先行工法等に関するガイドライン）

§２．労働安全衛生規則

（足場からの墜落防止対策関係）等の概要

事業の概要（目的）事業の概要（目的）

受託者：全国仮設安全事業協同組合

　建設業においては依然として墜落・転落災害が多発しており、建設業の労働災害による死亡者

の約４割、死傷者の約３割を占めています。特に足場からの墜落・転落災害の防止については、

労働安全衛生規則に基づく措置の徹底に加えて、墜落・転落災害の防止効果が高い手すり先行

工法等の「より安全な措置」の一層の普及など「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」

（平成 27 年５月 20 日付け基安発 0520 第１号）に基づく対策を行っていただくことが求めら

れています。

　本事業は、より安全な足場の設置に関する技術的支援を行うことにより、建設業における墜落・

転落災害対策の推進を図ることを目的としています。
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労働災害の一層の防止のために

§1. 足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱に基づく措置

※手すり先行工法等の「より安全な措置」
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《建地（脚柱）と床すき間からの墜落・落下防止の措置》

�����������

�����������

①原則、足場の建地（脚柱）間の幅と床材の幅は同じ寸法とし、

すき間を作らないように設置する。

②すき間がある場合は、床材を複数枚設置するか幅木

等を用いてすき間を作らないようにする。
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くさび緊結式足場の手すり据置き方式

くさび緊結式足場の手すり先送り方式

厚生労働省では「手すり先行工法等に関するガイドライン」を定めて、手すり先行工法
による足場の組立て・解体と、通常作業時における安全な足場の採用を推奨しています。

手すり先行工法の種類

《組立て・解体時》

１. 手すり先行工法

※わく組足場及びくさび緊結式足場の手すり先行工法足場の一例です。

わく組足場の手すり据置き方式

わく組足場の手すり先送り方式

わく組足場の手すり先行専用足場方式

※足場の組立て時においては、手すり及び中さん、幅木等を

別途設けてから、先送り手すりを上の層にスライドさせる

必要があります。

※足場の解体時においては、先送り手すりを残置した状態で

組立て時に設けた手すり、中さん、幅木、交さ筋かい及び

建わくを撤去し、下の層に移動後に先送り手すりを上の層

から下の層へスライドさせる必要があります。なお、先送り

手すりを下層へスライドさせる前に下層の手すり、中さん

及び幅木等を撤去してはいけません。

　「手すり据置き方式」や「手すり先行専用足場方式」の場合、

結果として、安衛則第563条第１項第３号に基づく措置をも

兼ねることとなるため、組立・解体時における最上層からの墜

落・転落のみならず、通常作業時等における墜落・転落災害の

防止にも効果が高くなります。

手すり先送り方式による場合の留意事項
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手すり先行工法の組立て手順例（わく組足場の場合）

手すり据置き方式 手すり先送り方式手すり先行専用足場方式

2層目建わくの取付け

1層目作業床の取付け

1層目据置手すり機材の取付け

2層目据置き手すり機材の取付け

躯体側・妻側

二段手すり＋幅木の取付け

1層目手すり機材の取付け

上層の手すり機材の取付け

建わくの取付け

上層の手すり機材の取付け

建わくの取付け

幅木の取付け

2層目建わくの取付け

1層目作業床の取付け

1層目先送り手すり機材の取付け

2層目へ先送り

外側・躯体側・妻側

幅木の取付け

躯体側

二段手すりの取付け

外側

二段手すりの取付け

※解体は、逆の手順で行います。（手すり先送り方式にあっては、先の留意事項によること。）
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　足場等の種類別点検チェックリストの例が、以下のホームページアドレスからダウンロード

できます。これを参考に、使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成して下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081490.html

足場等の種類別点検チェックリスト（わく組足場用の例）

（H28.3）

2. 足場等の種類別点検チェックリストの作成

（点検の場合、いずれかを○で囲む）

1新規 2継続 3再検査

工 事 発 注 者 発注者区分 １ 国 ２ 地方自治体 ３ 特殊法人等 ４ 民間

元 方 事 業 者
（請負者）

工 事 件 名
（作業所名）

（ １ 新築 ・ ２ 改修 ・ ３ 解体 ）

工 事 区 分 1 土木 ２ 建築（マンション・集合住宅等含む） ３ プラント ４ 造船 ５ 低層住宅 ６ イベント ７ その他（        ）

作業所住所1
都道
府県

作業所住所2
（番地）

代表TEL FAX

足 場 の 種 類
１ わく組足場 ２ くさび緊結式足場 ３ 単管足場

・システム足場、建て方足場、支保工足場、つり足場、屋根工事用足場、法面工事用足場等は別表にて点検します。

点検実施理由 １ 足場の組立後使用前 ２ 一部解体後変更後 ３ 悪天候後 ４ 地震後 ５ コンクリート打設前 ６ 養生部材設置後

作 業 所 長
（現場代理人）

作業所安全
管理責任者

工  期 構 造 １ Ｓ造 ２ ＲＣ造 ３ ＳＲＣ造 ４ ＰＣ造 ５ 木造 ６ その他

工区または場所 規 模 足場   /㎡ 又は 台数 ； 支保工・ベント   /㎥

点検機材分類
１ 専用足場  ２ システム足場     ３ 建て方足場      ４ 養生一般 

５ 専用支保工 ６ 軽量型システム支保工 ７ 重量型システム支保工 ８ 仮設ゴンドラ

点検対象機材の計画図： 有 ・ 無 経年仮設機材管理の確認： 有 ・ 無 最大積載荷重表示： 有 ・ 無 立入禁止区域の設置： 有 ・ 無

検    査    結    果

項
事
頼
依
善
改 不具合箇所が有り、下記又は、別添、改善依頼書による指摘事項の改善をお願いいたします。（改善依頼書添付あり・なし）

依頼内容分類：１ 設置方法 ２ 使用状況 ３ 安全機材装備状況 ４ その他

対処方法  ：１ 後日、再検査を実施 ２ その場で対処済 ３ その他

客先コメント欄：【分類】１．安全点検へのご意見（良かった・継続希望・特になし） ２．クレーム（機材関係・対処法等） ３．その他

作業所本書収受者印（サイン）：役職 氏名 印

“手すり先行工法等の「より安全な措置」”及び“労働安全衛生規則”の措置（ソフト面）
点 検 項 目 判   定

特定元方事業者等の注文者は、当該点検を実施しているか。 実施している ・ 実施予定 ・ 実施していない

足場組立て等の作業に直接従事した者、当該作業の作業主任者及び作業指
揮者の当事者以外の者が点検を実施しているか。

実施している ・ 実施予定 ・ 実施していない

点検実施者は「仮設安全監理者」等、十分な知識・経験を有する者が足場等
の種類に応じたチェックリストを作成し、点検を実施しているか。

実施している ・ 実施予定 ・ 実施していない

※右の適正現場判定が「適正現場」であった場合は、所轄労働局へ報告することとなっております。

全国仮設安全事業協同組合      支部      支所 掲示板『足場等安全点検履歴の証』の掲示： 有 ・ 無

仮設安全監理者
印

資格証番号 所属会社名 ＴＥＬ．（    ）    －   
携帯可    
ＦＡＸ．（    ）    －   

仮設安全監理者
印

資格証番号 所属会社名 ＴＥＬ．（    ）    －   
携帯可    
ＦＡＸ．（    ）    －   

）可複重（。む囲で○を的目用使

1  点 検 2  調 査

仮設安全監理検査実施報告書 (兼) 実態調査表

わく組足場・くさび緊結式足場・単管足場点検表
“手すり先行工法等の「より安全な措置」”及び“労働安全衛生規則”の措置（ハード面）

実施日：西暦     年    月    日

報告書ＮＯ.

１．手すり先行工法等の「より安全な措置」 （点検必須項目及び調査対象項目）

点 検 又 は 調 査 項 目 判定（○で囲む）

手すり先行工法を採用しているか 合 ・ 否

類

種

の

法

工

行

先

り

す

手
□ 手すり据置き方式

機材名：
（    ）

先行手すりは、手すり及び中さん（同等部材）を有しているか 合 ・ 否

先行手すりを全層に設置しているか 合 ・ 否

幅木（高さ15cm以上）を全層に設置しているか 合 ・ 否

□ 手すり先行専用足場方式

機材名：
（    ）

先行手すりは、手すり及び中さん（同等部材）を有しているか 合 ・ 否

先行手すりを全層に設置しているか 合 ・ 否

幅木（高さ15cm以上）を全層に設置しているか 合 ・ 否

□ 手すり先送り方式

機材名：

（    ）

先行手すりは、手すり及び中さん（同等部材）を有しているか 合 ・ 否

足場の全層に、手すり、中さん（同等部材）及び幅木（高さ15㎝以上）を設置しているか 合 ・ 否

足場の解体時には、先行手すりを上方から下方へ盛り替える時に、先行手すり及び幅木が設
置されている状態で作業しているか（点検・調査時に解体していない場合は、記入不要）

合 ・ 否

総 合 判 定 １．手すり先行工法等の「より安全な措置」が適切に実施されているか 適 合 要 改 善 否

※手すり先行工法の『手すり据置き方式』及び『手すり先行専用足場方式』であって、幅木も設置している場合は、結果として、
 下記『２．労働安全衛生規則』の後踏側の措置を実施していることになります。

２．労働安全衛生規則 （点検必須項目及び調査対象項目）

点検又は調査項目

足場の種類
□欄にチェックマークを
ご記入下さい。（重複可）

労 働 安 全 衛 生 規 則

人 の 墜 落 防 止 措 置 物 の 落 下 防 止 措 置

下さん
幅 木
高さ

15cm以上
手すりわく

手すり
及び

中さん

床材と建地
との隙間

12ｃｍ未満

遵守状況

（○で囲む）

メッシュ
シート

防網
（層間・小幅

ネット）

幅 木
高さ

10cm以上

防音
パネル等

(注1)

遵守状況

（○で囲む）
設置している機材の記入欄に○印をご記入下さい。 設置している機材の記入欄に○印をご記入下さい。

□ わ く 組 足 場

前 踏 側 合・否 合・否

後 踏 側 合・否 合・否

妻 側 合・否 合・否

□ くさび緊結式足場

前 踏 側 合・否 合・否

後 踏 側 合・否 合・否

妻 側 合・否 合・否

□ 単 管 足 場

前 踏 側 合・否 合・否

後 踏 側 合・否 合・否

妻 側 合・否 合・否

墜落制止用器具取付け設備等の設置（手すりわく・親綱）又は同等以上の効果を有する措置を講じているか 合・否

（つり足場の場合を除き）高さ２ｍ以上の作業場所には幅40cm以上の作業床を設けているか 合・否

総合判定 ２．労働安全衛生規則が適切に実施されているか 適 合 要 改善 否

(注１）防音パネルの他、落下防止措置のメッシュシート、幅木の同等以上の機能を有する設備として、ネットフレームおよび金網が使われている場合は、
防音パネル等の欄に○を記入してください。

３．基本的重要事項 （点検必須項目）

点 検 事 項 点  検  項  目
判 定 （○で囲む）

わく組足場 くさび緊結式足場 単管足場

部 材 の 変 形 等 各種部材の変形、損傷、腐食等はないか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

脚  部

脚部の沈下、滑動はないか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

ベースは敷板、敷角に正しく固定されているか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

敷板等を使用する場合、根がらみは敷板等と直角方向に取付けられているか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

コンクリート基礎に直に設置する場合、根がらみは直角2方向に取付けられているか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

建わく（建地）、
布 、 腕 木

建わく（建地）、布わくの取付けはよいか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

ジョイント部には正しく抜け止め処置が施されているか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

つかみ金具の外れ止めはロックされているか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

交 さ 筋 か い 交さ筋かいの取付状態はよいか 合 ・ 否 － 合 ・ 否

斜  材 斜材、大筋交いは正しく設置されているか（わく組は棚足場の場合） 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

緊 結 部
くさびは正しく打ち込まれているか － 合 ・ 否 －

くさびの緩みはないか － 合 ・ 否 －

壁 つ な ぎ
壁つなぎは指定通りの間隔で設置されているか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

壁つなぎの取付け状況はよいか 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否

総合判定 ３．基本的重要事項が適切に実施されているか 適 合 要 改 善 否

適正現場判定 上記１．手すり先行工法等の「より安全な措置」の総合判定が「適合」の場合は、適正現場を○で囲む。 適正現場
認証元：全国仮設安全事業協同組合
発行元：仮設安全監理者センター仮設安全監理者本人及びその点検に係る[対人・対物賠償責任保険]付保済み。

①仮設安全監理者控え

足場等点検チェックリスト

工  事  名（                      ）

事 業 場 名（                      ）  工期（        ～       ）

点検者職氏名（            ）

点  検  日   年  月  日

点検実施理由（悪天候後、地震後、足場の組立後、一部解体後、変更後）（その詳細             ）

足場等の用途、種類、概要（                                    ）

点検事項 点検の内容 良否 是正内容 確認

l 床材の損傷、取付け
及び掛渡しの状態

①床床の取付状態は計画通りか
②床つき布わくは変形したり、損傷していないか
③つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか
④床材と建地の隙間は12センチメートル未満（※）か
⑤床付き布枠は建わくに隙間なく設置されているか
⑥……………………

2 建地、布、腕木等の
緊結部、接続部及び
取付部の緩みの状態

①建わく、布わくの取付状態は計画通りか
②建わくは、アームロック等で確実に接続されているか
③脚柱ジョイント、アームロックはロックされているか
④建わく、布わくの取付部に緩みはないか
⑤……………………

3 緊結材及び緊結金具
の損傷及び腐食の状
態

①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
②継手金具（ジョイント、アームロック）に損傷、腐食はないか
③……………………
………………………

4 足場用墜落防止設備
の取外し及び取外し
脱落の有無

①交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の取付状態は計画通りか
②交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の脱落はないか
③交さ筋かいピンは確実にロックされているか
④交さ筋かいは全層全スパン両面に設置されているか
⑤表面に手すり及び中さんは設置されているか
⑥……………………
………………………

5 幅木等（物体の落下
防止措置）の取付状
態及び取外しの有無

①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥……………………
………………………

6 脚部の沈下及び滑動
の状態

①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
⑤……………………
………………………

7 筋かい、控え、壁つ
なぎ等補強材の取付
状態及び取外しの有
無

①交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
②交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
④控えはクランプで緊結されているか
⑤……………………

8 建地、布及び腕木の
損傷の有無

①建わく、布わく、交さ筋かいに変形、損傷はないか
②……………………
………………………

9 突りようとつり索と
の取付部の状態及び
つり装置の歯止めの
機能
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①　

※2. 

外側

※4. 

1. 足場の作業床に係る墜落防止措置の充実（安衛則 : 第 563 条）

足場における高さ 2m以上の作業場所に設けられる作業床の要件

§ ２. 労働安全衛生規則（以下安衛則という）

要概の等）係関策対止防落墜のらか場足（ 　　　

平成27年7月1日施行　

「床付き幅木」の設置例

床材と建地との隙間12cm未満

拡大図 拡大図 拡大図
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、新安衛則第563条第1

（足場用墜落防止設備）

関係労働者

要求性

 

③　

※　

また、以下の場合に限り、安衛則適用の経過措置が設けられています。

能墜落制止用器具を安全に取付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用

器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。も定められてい

ますので、留意して措置することが必要です。この規定を適用する上で必要な事項について、

平成27年3月31日付通達　基発0331第9号で示されており、主な内容は次のとおりです。

※1.「要求性能墜落制止用器具をを安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、取り外さ

れていない手すり等を、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備として利用することが

できる場合が含まれます。
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落防止措置

②　

幅20cm以上 幅40cm以上

2. 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実（安衛則 : 第 564 条）

足場の組立て、解体又は変更の作業時の墜落防止措置

作業床の幅

40cm以上

手すりの設置を優先的に講ずるよう指導

要求性能墜落制止用器具取付け設備の例

親 綱

����
手すりわく（手すり先行工法による）

要求性能墜落制止用器具取付け設備の性能

※スパン数に関係なく親綱1本に1人

要求性能墜落制止用器具

取付け設備の性能 　　

※1わく（1スパン）に1人 　　

（要求性能墜落制止用器具取付け設備の性能の有無を確認すること。）

手すり先行工法を積極的に採用してください

要求性能墜落制止用器具取付け設備等の設置及び要求性能墜落制止用器具を使用させる措置

を講ずることとされました。

　厚生労働省では、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備を設ける場合には、

「足場の一方の側面のみであっても、手すりを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置

を優先的に講ずるよう指導する」とされています。（平成27年3月31日付通達　基発0331第9号より抜粋）
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鋼管足場

《改正条文》

（平成27年3月31日付通達　基発0331第9号）

31

分
部
の
で
ま
ｍ

31

分
部
の
下
り
よ
ｍ

例
の
組
本
２
管
鋼

3. 鋼管足場に係る規定の見直し（安衛則 : 第 571 条）

※

平成29年

4. 足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育の追加（安衛則:第36条関係）

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務の墜落防止対策
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　足場の組立て等の業務に係る特別教育（適用日　平成 27 年 7 月 1 日 )

科　　目 範　　　囲 時　間
（参考）

現在業務従事者

学

科

教　

育

Ⅰ 3時間 1時間30分

Ⅱ

工事用設備、機械、

30分 15分

Ⅲ 1時間30分 45分

Ⅳ 関係法令 1時間 30分

計 6時間 3時間



12

（平成27年3月31日付通達　基発0331第9号）

　　

。

。

　　

記録

保存

（平成21年3月11日付通達　基発第0311001号）

令和元年度 墜落・転落災害等防止対策推進事業　推進本部（全国仮設安全事業協同組合）

5. 注文者の点検義務の充実（安衛則 : 第 655 条及び第 655 条の 2 関係）

足場及び作業構台の点検に関する元方事業者等の責務








